
建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-001号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定番号H15-167号の判定範囲変更　※範囲は位置指定道路図（H30-11）を参照

平成31年4月3日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-002号

判 定 番 号

閲覧

R1.6.12一部協定済

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

平成31年4月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-003号

判 定 番 号

閲覧

平成31年4月15日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-004号

判 定 番 号

閲覧

平成31年4月15日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-005号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい
て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。※幅員が4ｍ以上の
部分は管理者の使用承諾が必要です。
該当しない場合は、個別案件審査となります。
申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

平成31年4月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-006号

判 定 番 号

閲覧

平成31年4月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-007号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括
同意基準3-(5)に該当することができます。
該当しない場合は、個別案件審査となります。
申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

平成31年4月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-008号

判 定 番 号

閲覧

①道路は開発許可時に築造された幅員4.00ｍ以上の開発道路であるため、
建築基準法第42条1項2号による道路として取り扱いたい。※開発許可番号
等については、まちづくり指導課で開発協議台帳を確認してください。

平成31年4月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

②

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-009号

判 定 番 号

閲覧

平成31年4月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-010号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定(H27-170号）の取消し、平成30年3月29日姫路市指令土第1-139号(17)、平成30年9
月4日姫路市公告第473号

平成31年4月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-011号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包
括同意基準3-(5)に該当することができます。
該当しない場合は、個別案件審査となります。
申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

平成31年4月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-012号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定番号H17-175号の判定範囲変更、平成30年3月13日姫路市指令土第1-130号（17）、
平成30年9月21日姫路市公告第522号　※範囲は土地利用計画図を参照

平成31年4月19日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-013号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月8日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-014号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ①② 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ③ 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月8日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-015号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(4)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月8日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-016号

判 定 番 号

閲覧

H31-212号道路判定にて、判定範囲変更

令和元年5月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-017号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(4)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月10日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-018号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

☑ ① 建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月15日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-019号

判 定 番 号

閲覧

令和５年３月３日提出の「私道の変更・廃止届　4-1号」により一部廃止。
廃止となった部分は道路判定R4-186号で「道路扱いしない」と判定済み

道 路 の 側 溝

令和元年5月16日

道 路 の 種 類

道 路 の 幅 員

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については、
　　別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501 都市局まちづくり部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

－

－

079-221-2579

－

－

－

※該当地で計測してください

－

※該当地で計測してください



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-020号

判 定 番 号

閲覧

過年度判定(H15-350号、H15-282号）の判定範囲を確定

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和1年5月16日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-021号

判 定 番 号

閲覧

H31-231号道路判定にて、判定範囲変更

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年5月16日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-022号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月16日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-023号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 

さ れ た 時 期 

－ － 

判 断 結 果 

( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要） 
  

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月17日 

上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 
都市局まちづくり推進部 

 
建築指導課 ℡ 079-221-2579 

 
 

備   考 

 

 

注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 

注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 

注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 

 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-024号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月20日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

過年度道路判定番号H19-142号の判定範囲変更、平成31年4月10日姫路市指令土第1-63-2号（18）、令

和元年5月17日姫路市公告第8号、私道の廃止届H31年1月16日第30-1号 ※範囲は土地利用計画図を参

照 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-025号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月21日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-026号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月21日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-027号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月22日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-028号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月23日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-029号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月23日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-030号

判 定 番 号

閲覧

※判定範囲は、別紙の県道路台帳を参照　R1.08.19協定済

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年5月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書 Ｈ31-031号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定番号H26-024号の判定範囲変更

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括
同意基準3-(5)または3-(6)に該当することができます。
該当しない場合は、個別案件審査となります。
申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

平成31年5月29日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ
れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地
（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については
　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501 都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-032号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月29日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

①第19-11号(H20.1.21)高岡10号線、②第22-6号(H22.7.6)花田25号線、③第25-02号(H25.5.10)谷外

42号線 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-033号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月29日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

①第48-16号(S48.6.30)曽左190号線、②第48－25号(S48.9.8)曽左190号線・曽左191号線、③第48-62

号(S49.3.6)曽左191号線、④第2-8号(H2.11.20)八幡313号線 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-034号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(4)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月29日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-035号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(4)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月29日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-036号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月30日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

過年度道路判定番号H16-247号の判定範囲変更、平成28年8月18日姫路市指令土第1-41号（16）、平成

29年7月31日姫路市公告第377号、平成30年11月6日姫路市指令土第1-77号（18）、令和元年5月29日姫

路市公告第49号 ※範囲は各土地利用計画図を参照 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-037号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月30日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-038号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年5月30日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-039号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年5月31日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-040号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ①② 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年6月3日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-041号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年6月3日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-042号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ①② 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年6月3日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-043号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年6月4日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

平成30年4月18日姫路市指令土第1-9号（18）、平成30年12月19日姫路市公告第724号 ※範囲は土地

利用計画図を参照 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-044号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年6月5日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

➀第55-23号（S56.4.22）網干229号線、②第56-2号（S56.6.1）網干358号線 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-045号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年6月5日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-046号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和元年6月5日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

※判定範囲は分譲地計画図による。 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-047号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年6月5日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

※道路幅員が4ｍ以上の部分は、法42条1項1号道路とする。 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-048号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年6月6日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-049号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 
さ れ た 時 期 － － 

判 断 結 果 
( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

☑ ① 建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要）   

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括同

意基準3-(5)に該当することができます。 

該当しない場合は、個別案件審査となります。 

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。 

 

令和元年6月6日 上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 都市局まちづくり推進部 
 建築指導課 ℡ 079-221-2579 

  

備   考 

 

 
注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 
注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 
注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 
 



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-050号

判 定 番 号

閲覧

令和元年6月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-051号

判 定 番 号

閲覧

R1.09.27一部協定済

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年6月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-052号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年6月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-053号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年6月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

③

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-054号

判 定 番 号

閲覧

令和元年6月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-055号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 

さ れ た 時 期 

－ － 

判 断 結 果 

( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

□  建築基準法第42条第1項第3号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要） 
  

☑ ① 建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和1年6月25日 

上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 
都市局まちづくり推進部 

 
建築指導課 ℡ 079-221-2579 

 
 

備   考 

R3.2.22 当該通路を含めた開発行為により一部判定範囲を修正 

 

注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については、

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 

注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 

注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考     



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-056号

判 定 番 号

閲覧

令和元年6月26日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-057号

判 定 番 号

閲覧

令和元年6月26日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-058号

判 定 番 号

閲覧

令和元年6月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-059号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月2日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-060号

判 定 番 号

閲覧

令和元年7月2日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-061号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定（H16-151号）を取消し

令和元年7月3日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-062号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月3日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-063号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-064号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-065号

判 定 番 号

閲覧

令和元年7月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-066号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-067号

判 定 番 号

閲覧

令和元年7月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-068号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-069号

判 定 番 号

閲覧

①平成29年3月23日姫路市指令土第1-121号（16）、平成29年7月28日姫路市公告第374号　※範囲

は土地利用計画図を参照

令和元年7月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-070号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-071号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H18-106号の判定範囲変更

令和1年7月19日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-072号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月22日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-073号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定（H8-33号、H20-12号）を取消し

令和元年7月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-074号

判 定 番 号

閲覧

平成30年12月21日姫路市指令土第1－90号（18）、令和元年7月22日姫路市公告第190 号　※範囲

は土地利用計画図を参照

令和元年7月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-075号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定番号H17-321号の判定範囲変更、平成31年3月4日姫路市指令土第1-114号（18）、

令和元年7月19日姫路市公告第184号　※範囲は土地利用計画図を参照

令和元年7月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-076号

判 定 番 号

閲覧

令和元年7月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-077号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-078号

判 定 番 号

閲覧

道路建設課が道路改修工事を予定しており、浅田化学工業㈱側へ一方後退を行う計画である。道

路の北側敷地での相談があった場合は道路建設課へ案内すること。

令和元年7月25日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-079号

判 定 番 号

閲覧

令和元年7月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-080号

判 定 番 号

閲覧

令和元年7月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-081号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年7月31日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-082号

判 定 番 号

閲覧

平成31年1月21日姫路市指令土第1-98号（18）、令和元年7月26日姫路市公告第197号　※範囲は土

地利用計画図を参照

令和元年7月31日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-083号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月1日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-084号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-085号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月13日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-086号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月13日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-087号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H17-258号の判定範囲変更

令和元年8月13日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①③

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-088号

判 定 番 号

閲覧

水尾川の占用許可及び建設省所有地の通行承諾が取得できた場合は、市道高岡53号線より法第43

条第2項2号による許可基準3-1の適用が可能。

令和1年8月19日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-089号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H28-026号の判定範囲変更

令和元年8月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-090号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

平成31年8月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-091号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(6)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-092号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

平成31年8月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-093号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-094号

判 定 番 号

閲覧

県道区域は正本判定書を参照

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

②

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-095号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月22日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-096号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月22日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-097号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月22日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-098号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H26-047号の判定範囲変更

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

②

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-099号

判 定 番 号

閲覧

令和元年8月26日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-100号

判 定 番 号

閲覧

令和元年8月26日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-101号

判 定 番 号

閲覧

※範囲については、位置指定道路の終端（延長35ｍ)から先の範囲とする。

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-102号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定(H16-111号)判定範囲変更　平成30年11月15日　姫路市指令土第1－83号（18）、

令和元年8月22日　姫路市公告第253号　※範囲は土地利用計画図を参照

令和元年8月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-103号

判 定 番 号

閲覧

西側開発：姫路市指令土第1-53号(05)　平成18年3月6日、東側開発：姫路市指令土第1-23号

(08)　平成20年9月3日

令和元年8月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-104号

判 定 番 号

閲覧

令和元年8月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-105号

判 定 番 号

閲覧

※過年度道路判定H14-144号については、要請があれば判定見直しも可能

令和元年8月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-106号

判 定 番 号

閲覧

R2.1.21協定済

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-107号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年8月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-108号

判 定 番 号

閲覧

令和元年8月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-109号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H28-159号の取消し

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-110号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月3日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-111号

判 定 番 号

閲覧

※申請地として、位置指定道路に接道でも可能

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。　　　　　　　

令和元年9月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-112号

判 定 番 号

閲覧

平成31年1月15日姫路市指令土第1-96号（18）、令和元年9月2日姫路市公告第284号　※範囲は土

地利用計画図を参照

令和元年9月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-113号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-114号

判 定 番 号

閲覧

R2.01.24一部協定済

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-115号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-116号

判 定 番 号

閲覧

許可番号：平成24年3月27日姫路市指令土第1-53号（11）、検査済証番号：平成24年10月12日姫路

市指令土第2-39号

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-117号

判 定 番 号

閲覧

令和元年9月11日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-118号

判 定 番 号

閲覧

※判定範囲は、位置指定図（53-29）を参照すること。

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-119号

判 定 番 号

閲覧

令和元年9月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-120号

判 定 番 号

閲覧

令和元年9月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-121号

判 定 番 号

閲覧

※尊光寺の山門前の幅員が４ｍ以上の部分については、法42条第1項第3号による道路とする。

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-122号

判 定 番 号

閲覧

※幅員が4ｍ以上の部分については、42-1-1道路扱いとする。

令和元年9月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-123号

判 定 番 号

閲覧

令和元年9月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-124号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-125号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-126号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年9月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-127号

判 定 番 号

閲覧

令和元年9月26日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-128号

判 定 番 号

閲覧

令和元年8月28日　姫路市指令土第1-109-2号（18）、令和元年9月26日　姫路市公告第341号

令和元年10月1日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-129号

判 定 番 号

閲覧

令和元年10月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-130号

判 定 番 号

閲覧

令和元年10月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-131号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-132号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-133号

判 定 番 号

閲覧

※42-1-3の範囲は、正本を参照

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月11日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-134号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月15日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-135号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H05-044号の取消し

令和元年10月15日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-136号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月15日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-137号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-138号

判 定 番 号

閲覧

令和元年10月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-139号

判 定 番 号

閲覧

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-140号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-141号

判 定 番 号

閲覧

令和元年10月21日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-142号

判 定 番 号

閲覧

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月21日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-143号

判 定 番 号

閲覧

姫路市道谷外81号線（自転車及び歩行者専用道路）

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-144号

判 定 番 号

閲覧

令和元年10月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-145号

判 定 番 号

閲覧

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-146号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年10月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-147号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定(H29-054号)判定範囲変更　令和元年5月28日　姫路市指令土第1-18号(19)、令和

元年10月24日　姫路市公告第409号　※範囲は土地利用計画図を参照

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-148号

判 定 番 号

閲覧

平成30年12月13日姫路市指令土第1-89号（18）、令和元年10月31日姫路市公告第415号

令和元年11月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-149号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-150号

判 定 番 号

閲覧

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-151号

判 定 番 号

閲覧

令和元年11月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-152号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-153号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月7日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-154号

判 定 番 号

閲覧

令和元年9月10日姫路市指令土第1-58号（19）、令和元年11月5日姫路市公告第419号

令和元年11月7日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-155号

判 定 番 号

閲覧

平成29年4月27日姫路市指令土第1-3号(17)、平成29年8月31日姫路市公告第476号

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-156号

判 定 番 号

閲覧

・R5.6.23一部協定済

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については、

　　別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-157号

判 定 番 号

閲覧

平成31年3月27日姫路指令土第1-122号(18)、令和元年11月8日姫路市公告第424号

令和元年11月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-158号

判 定 番 号

閲覧

区画整理道路の詳細は、英賀保駅周辺地区担当にて確認のこと

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-159号

判 定 番 号

閲覧

①道路の最低幅員1.5ｍ部分は現地で実測すること

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-160号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

②

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-161号

判 定 番 号

閲覧

※通路幅員は通行上支障の無い範囲とし、現地実測による

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月21日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-162号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月22日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-163号

判 定 番 号

閲覧

令和元年11月26日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-164号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定(H17-252号)判定範囲変更。令和元年9月5日　姫路市指令土第1-17-2号(19)、令和

元年11月11日　姫路市公告第454号　※範囲は土地利用計画図を参照

令和元年11月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-165号

判 定 番 号

閲覧

令和元年11月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-166号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年11月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-167号

判 定 番 号

閲覧

令和元年10月21日、姫路市指令土第1-41-2号（19）　令和元年11月22日、姫路市公告495号

令和元年11月29日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-168号

判 定 番 号

閲覧

令和元年11月29日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-169号

判 定 番 号

閲覧

過年道路判定（Ｈ25－151号、Ｈ30－190号）判定範囲変更。平成31年4月3日姫路市指令土第1-1号

(19)、令和元年11月22日　姫路市公告第496号　※範囲は土地利用計画図を参照

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請にお

いて、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②③

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-170号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-171号

判 定 番 号

閲覧

令和元年12月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-172号

判 定 番 号

閲覧

令和元年12月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-173号

判 定 番 号

閲覧

平成31年3月28日、姫路市指令土第1-123号（18）　令和元年1月28日、姫路市公告第505号※西側

（泥上げ敷700+水路780+泥上げ敷630）、東側（泥上げ敷600+水路790+泥上げ敷710）※範囲は土

地利用計画図を参照

令和元年12月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-174号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-175号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-176号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-177号

判 定 番 号

閲覧

※自転車歩行者専用道路（旭陽156号線、157号線、158号線）

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(6)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-178号

判 定 番 号

閲覧

平成31年2月18日、姫路市指令土第1-106号（18）　令和元年12月3日、姫路市公告第526号※西側

泥上げ敷930+水路1000+東側泥上げ敷1050※範囲は土地利用計画図を参照

令和元年12月11日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-179号

判 定 番 号

閲覧

令和元年11月20日、姫路市指令土第1-82-3号（18）　令和元年12月9日、姫路市公告第532号※範

囲は土地利用計画図を参照

令和元年12月11日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-180号

判 定 番 号

閲覧

令和元年12月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-181号

判 定 番 号

閲覧

令和元年12月13日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-182号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(2)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-183号

判 定 番 号

閲覧

令和元年12月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-184号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

③

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-185号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-186号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-187号

判 定 番 号

閲覧

令和元年12月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-188号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-189号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定(H17-52号)の取消し、令和元年6月13日、姫路市指令土第1-24号（19）　令和元年

12月18日、姫路市公告第542号※範囲は土地利用計画図を参照

令和元年12月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-190号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-191号

判 定 番 号

閲覧

太市４６号線（未供用路線）※判定範囲は正本を参照

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和元年12月26日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-192号

判 定 番 号

閲覧

令和2年1月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-193号

判 定 番 号

閲覧

※河川区域範囲については関係部署にて確認のこと

令和2年1月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-195号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H30-143号の取消し

令和2年1月14日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-196号

判 定 番 号

閲覧

①姫路市道広畑138号線、②姫路市道広畑163号線

令和2年1月14日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-197号

判 定 番 号

閲覧

令和2年1月14日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-198号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年1月15日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-199号

判 定 番 号

閲覧

平成30年12月10日、姫路市指令土第1-37-2号（18）　平成31年2月1日、姫路市公告第33号※範囲

は土地利用計画図を参照

令和2年1月15日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-200号

判 定 番 号

閲覧

②路線（城東255号線、城東256号線）は、令和２年第1回市議会にて上程（路線認定）予定。区域

決定及び供用開始は未定（R2.5月以降？)

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請にお

いて、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年1月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-201号

判 定 番 号

閲覧

令和2年1月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-202号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年1月22日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-203号

判 定 番 号

閲覧

令和2年1月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-204号

判 定 番 号

閲覧

すべての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請にお

いて、包括同意基準2、3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年1月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-205号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年1月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-206号

判 定 番 号

閲覧

※42条1項2号道路の範囲は公図の707番348番、707番349番とする。

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。　　　　　　　

令和2年1月29日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-207号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年1月29日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-208号

判 定 番 号

閲覧

令和2年1月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-209号

判 定 番 号

閲覧

令和2年2月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-210号

判 定 番 号

閲覧

姫路市道飾磨272号線

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)、3-(6)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください

令和2年2月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-211号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-212号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定（Ｈ31－016号）判定範囲変更。令和元年12月18日姫路市指令土第1-34-2号(19)、

令和2年1月31日姫路市公告第41号※範囲は土地利用計画図を参照

令和2年2月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-213号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定（Ｈ23－013号）判定範囲変更。令和2年1月17日姫路市指令土第1-38-2号(19)、令

和2年1月31日姫路市公告第39号※範囲は土地利用計画図を参照

令和2年2月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-214号

判 定 番 号

閲覧

※令和元年12月27日姫路市指令土第1-26-2号(19)、令和2年1月31日姫路市公告第40号※範囲は土

地利用計画図を参照

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-215号

判 定 番 号

閲覧

※平成30年12月14日姫路市指令土第1-88号(18)、令和2年1月31日姫路市公告第42号※範囲は土地

利用計画図を参照

令和2年2月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-216号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-217号

判 定 番 号

閲覧

平成32年2月5日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-218号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-219号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-220号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-221号

判 定 番 号

閲覧

令和2年2月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-222号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-223号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-224号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H14-125号の判定範囲変更

区画整理により一部抹消　R3.3

道 路 の 側 溝

令和2年2月13日

道 路 の 種 類

道 路 の 幅 員

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については、

　　別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

－

－

079-221-2579

－

－

－

※該当地で計測してください

－

※該当地で計測してください



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-225号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 

さ れ た 時 期 

－ － 

判 断 結 果 

( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

☑ ①② 建築基準法第42条第1項第1号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要） 
  

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和2年2月13日 

上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 
都市局まちづくり推進部 

 
建築指導課 ℡ 079-221-2579 

 
 

備   考 

※市道範囲は歩道を除く（ＪＲ所有地）範囲とする。ただし荒川115号線の幅員４ｍ未満の部分につ

いては、一部歩道部分を含む４ｍまでの範囲とする。 

 

注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 

注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 

注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 

 



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-226号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月14日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-227号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月14日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-228号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 

さ れ た 時 期 

－ － 

判 断 結 果 

( 別 図 の 範 囲 ) 

☑ ① 建築基準法第42条第2項による道路 

☑ ① 建築基準法第42条第1項第1号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要） 
  

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

※現況道路の幅員については、道路台帳平面図に記載の幅員寸法は参考であ

り、建築基準法上の道路の幅員寸法による。 

 

令和2年2月17日 

上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 
都市局まちづくり推進部 

 
建築指導課 ℡ 079-221-2579 

 
 

備   考 

※過年度道路判定H30-100号の判定結果変更 

 

注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 

注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 

注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 

 



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-229号

判 定 番 号

閲覧

※令和元年12月5日姫路市指令土第1-83号(19)、令和2年2月13日姫路市公告第56号※範囲は土地利

用計画図を参照

令和2年2月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-230号

判 定 番 号

閲覧

※令和元年10月4日姫路市指令土第1-64号(19)、令和2年1月23日姫路市公告第25号※範囲は土地利

用計画図を参照

令和2年2月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-231号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定（Ｈ31－021号）判定範囲変更。令和元年8月22日姫路市指令土第1-52号(19)、令

和2年2月10日姫路市公告第48号※範囲は土地利用計画図を参照

令和2年2月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-232号

判 定 番 号

閲覧

※令和元年12月26日姫路市指令土第1-76-2号(19)、令和2年1月23日姫路市公告第23号※範囲は土

地利用計画図を参照

令和2年2月18日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-233号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月19日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-234号

判 定 番 号

閲覧

※平成31年4月19日姫路市指令土第1-6号(19)、令和2年2月10日姫路市公告第47号※範囲は土地利

用計画図を参照　過年度道路判定H20-192号の取消し

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請にお

いて、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-235号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 

さ れ た 時 期 

－ － 

判 断 結 果 

( 別 図 の 範 囲 ) 

□  建築基準法第42条第2項による道路 

☑ ①② 建築基準法第42条第1項第1号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要） 
  

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和2年2月20日 

上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 
都市局まちづくり推進部 

 
建築指導課 ℡ 079-221-2579 

 
 

備   考 

※市道範囲は歩道(ＪＲ所有地)を除く範囲とする。ただし幅員４ｍ未満の部分については、一部歩道

部分を含む４ｍまでの範囲とする。 

 

注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 

注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 

注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 

 



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-236号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-237号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月20日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



 

閲覧 
建築基準法第４２条による道路判定書 

判 定 番 号 

Ｈ31-238号 

 

 ①   道   路 ②   道   路 

道 路 の 種 類 － － 

私 道 等 の 地 番 － － 

私 道 等 の 地 目 － － 

私 道 等 の 所 有 者 － － 

道 路 の 側 溝 － － 

道 路 の 舗 装 － － 

道 路 の 幅 員 ※該当地で計測して下さい ※該当地で計測して下さい 

道 路 の 延 長 － － 

道 路 の 境 界 線 等 － － 

道 路 と し て 使 用 

さ れ た 時 期 

－ － 

判 断 結 果 

( 別 図 の 範 囲 ) 

☑ ① 建築基準法第42条第2項による道路 

☑ ① 建築基準法第42条第1項第1号による道路 

□  建築基準法第43条第2項になりうる空地 

（認定又は許可申請必要） 
  

□  建築基準法上、道路扱いしない。 

認定又は許可条件等 

 

 

令和2年2月20日 

上記のとおり判定する。 

  

〒 670-8501 姫路市安田四丁目１番地 
都市局まちづくり推進部 

 
建築指導課 ℡ 079-221-2579 

 
 

備   考 

 

 

注1] この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。 

注2] 建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で確認してください。 

注3] 判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。 

注4] この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。 

 

参 考 

 



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ26-028号

判 定 番 号

閲覧

道路判定（Ｈ31－239号）にて取消し

全ての条件に該当する場合、法第43条第1項ただし書の許可申請において、

包括同意基準3-（5）に該当することができます。該当しない場合は、個別

案件審査となります。許可申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談

ください。

平成26年5月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-240号

判 定 番 号

閲覧

R2.6.2協定済

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-241号

判 定 番 号

閲覧

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請にお

いて、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-242号

判 定 番 号

閲覧

令和2年2月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-243号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年2月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-244号

判 定 番 号

閲覧

※過年度道路判定(H22-199号）の範囲を参照

令和2年2月28日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-245号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H14-237号の判定範囲変更

区画整理により抹消　R3.3

道 路 の 側 溝

令和2年3月3日

道 路 の 種 類

道 路 の 幅 員

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については、

　　別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

－

－

079-221-2579

－

－

－

※該当地で計測してください

－

※該当地で計測してください



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-246号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H19-239号の判定範囲変更

令和2年3月3日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-247号

判 定 番 号

閲覧

姫路市道妻鹿20号線、妻鹿32号線

令和2年3月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-248号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H7-21号の判定取消し

令和2年3月4日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-249号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H15-15号の判定範囲変更

区画整理により一部抹消　R3.3

道 路 の 側 溝

令和2年3月5日

道 路 の 種 類

道 路 の 幅 員

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については、

　　別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

－

－

079-221-2579

－

－

－

※該当地で計測してください

－

※該当地で計測してください



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-250号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H14-243号の判定取消し

令和2年3月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-251号

判 定 番 号

閲覧

過年度道路判定H16-364号の判定取消し

令和2年3月6日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-252号

判 定 番 号

閲覧

※平成29年10月12日姫路市指令土第1－72号（17）、平成30年5月8日姫路市公告第157号※範囲は

土地利用計画図を参照

令和2年3月9日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-253号

判 定 番 号

閲覧

令和2年3月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-254号

判 定 番 号

閲覧

令和2年3月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-255号

判 定 番 号

閲覧

※判定範囲は正本を参照

令和2年3月12日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-256号

判 定 番 号

閲覧

①全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年3月10日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-257号

判 定 番 号

閲覧

※令和元年8月9日姫路市指令土第1-120-2号(18)、令和2年3月11日姫路市公告第90号※範囲は土地

利用計画図を参照

令和2年3月11日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-258号

判 定 番 号

閲覧

②全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包

括同意基準3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年3月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-259号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年3月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-260号

判 定 番 号

閲覧

※管理者は別途調査してください

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年3月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-261号

判 定 番 号

閲覧

※令和元年9月26日姫路市指令土第1-61号(19)、令和2年3月16日姫路市公告第94号※範囲は土地利

用計画図を参照

令和2年3月17日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-262号

判 定 番 号

閲覧

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年3月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-263号

判 定 番 号

閲覧

※道路区域（県道・市道）は、正本を参照

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による許可申請において、包括

同意基準3-(4)、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年3月23日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-264号

判 定 番 号

閲覧

※過年度道路判定H20-115号の判定範囲変更※令和元年8月22日姫路市指令土第1-51号(19)、令和2

年3月19日姫路市公告第106号※範囲は土地利用計画図を参照

令和2年3月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-265号

判 定 番 号

閲覧

※①市道大塩41号線、②市道大塩45号線

令和2年3月24日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①②

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-266号

判 定 番 号

閲覧

※平成31年4月26日姫路市指令土第1-12号(19)、令和2年3月25日姫路市公告第109号※範囲は土地

利用計画図を参照

令和2年3月27日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-267号

判 定 番 号

閲覧

※管理者は別途調査してください

全ての条件に該当する場合、法第43条第2項による認定又は許可申請におい

て、包括同意基準2、3-(5)に該当することができます。

該当しない場合は、個別案件審査となります。

申請に関しては、事前に建築指導課まで御相談ください。

令和2年3月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

①

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－



建築基準法第４２条による道路判定書

Ｈ31-268号

判 定 番 号

閲覧

※道路扱い（接道要件）については、判定書（正本）を参照

令和2年3月30日

道 路 の 種 類

私 道 等 の 所 有 者

私 道 等 の 地 目

道 路 の 側 溝

道 路 の 幅 員

道 路 の 延 長

道路として使用さ

れ た 時 期

道路の境界明示等　　　　

判 断 結 果

上記のとおり判定する。

建築基準法第42条第2項による道路

建築基準法第42条第1項第3号による道路

建築基準法第43条第2項になりうる空地

（認定又は許可申請必要）

建築基準法上、道路扱いしない。

① 道 路 ② 道 路

道 路 の 舗 装

私 道 等 の 地 番

認定又は許可条件等

注1]この判定書は、建築基準法第42条による道路の判断のために行うものでありますので、他法令については

　  別途調査をお願いします。また、土地の形状、所有権等の権利関係を表示するものではありません。

注2]建築予定地の道路幅員については、確認申請時に現地で再確認してください。

注3]判定図に使用した地形図が現地と相違している場合があります。

備 考

（ 別 図 の 範 囲 ）

注4]この判定の詳細については、建築指導課道路担当窓口までお問い合わせください。

℡

670-8501
都市局まちづくり推進部

建築指導課

〒 姫路市安田四丁目１番地

079-221-2579

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※該当地で計測してください

－

参　考

－

－


